
医療関係者向けDV対応マニュアル 関連法令等・参考文献 

 

【関連法令等】 

・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（抄） 

（平成 13 年 4 月 13 日法律第 31 号、最終改正：令和 5 年法律第 30 号） 

（配偶者からの暴力の発見者による通報等） 

第六条 配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であった者からの身体に対する暴力に限る。以下この 

章において同じ。）を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警 

察官に通報するよう努めなければならない。 

２ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾

病にかかったと認められる者を発見したときは、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官

に通報することができる。この場合において、その者の意思を尊重するよう努めるものとする。 

３ 刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律

の規定は、前二項の規定により通報することを妨げるものと解釈してはならない。 

４ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾

病にかかったと認められる者を発見したときは、その者に対し、配偶者暴力相談支援センター等の利

用について、その有する情報を提供するよう努めなければならない。 

 

・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等のための施策に関する基本的な方針（抄） 

（平成 25 年 12 月 26 日内閣府、国家公安委員会、法務省、厚生労働省告示第 1 号、令和 5

年 9 月 8 日一部改正） 

第２ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の内容に関する事項 

３ 配偶者からの暴力の発見者による通報等 

⑴ 通 報 

イ 医師その他の医療関係者等からの通報 

（ア） 通報の意義とその必要性 

        医師その他の医療関係者（医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、医療ソーシャ

ルワーカー等をいう。以下同じ。）は、日常の業務を行う中で、配偶者からの暴力の被害者

を発見しやすい立場にあることから、医療関係者には、被害者の発見及び通報において積

極的な役割が期待される。 

そのため、法第 6 条第 2 項においても、医療関係者が業務を行うに当たって配偶者から

の暴力によって負傷し又は疾病にかかったと認められる者を発見した場合には通報することが

できることとされ、通報先は、一般からの通報と同様に支援センター又は警察官とされている。

また、同条第 3 項により当該通報は守秘義務違反に当たらないとされている。 

医療関係者にあっては、この趣旨を踏まえ、配偶者からの暴力の被害者を発見した場合

には、守秘義務を理由にためらうことなく、支援センター又は警察官に対して通報を行うことが



必要である。 

また、身体に対する暴力のほか、精神的暴力などの心身に有害な影響を及ぼす言動を受

けた被害者を発見した場合においても、必要に応じて、被害者の意思を尊重しつつ、通報を

行うことも考えられる。 

（イ） 被害者の意思との関係 

     配偶者からの暴力の被害者に対する支援は、被害者自身の意思を尊重して行われること

が必要である。具体的には、被害者の意思に反し通報が行われると、被害者の受診が妨げ

られたり、被害者の安全が脅かされるおそれもある。そのため、医療関係者は、原則として被

害者の明示的な同意が確認できた場合にのみ通報を行うことが望ましい。ただし、被害者の

生命又は身体に対する重大な危害が差し迫っていることが明らかな場合には、そのような同

意が確認できなくても積極的に通報を行うことが必要である。 

（ウ） 被害者に対する情報提供 

     法第 6 条第 4 項に規定されているように、医療関係者は、被害者が自らの意思に基づき 

支援センター、婦人相談員、相談機関等を適切に利用できるよう、これらの関係機関に関

する積極的な情報提供を行うことが必要である。その際、情報提供が加害者に知られないよ

う留意することが必要である。このため、医療機関においては、医療ソーシャルワーカー等の被

害者に対する情報提供の窓口を決めておくなど、被害者が受診した場合の医療機関として

の対応をあらかじめ検討しておくことが望ましい。また、医療機関による情報提供に資するよう、

地方公共団体において、被害者向けのカード・パンフレット等を医療機関に提供することが望

ましい。 
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